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課題１（必須） 

我が国は，従来，「専門的・技術的分野の外国人については，我が国の経済社会の活性化に資

することから積極的に受け入れる」ことを外国人受入れに関する基本方針とし，2012年５月には，

高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的として，学歴や職歴などの項目ごとにポ

イントを設け，ポイントの合計が一定点数に達した場合に出入国管理上の優遇措置を与える「高

度人材ポイント制」を導入した。 

その後，「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）に，深刻な人手

不足に対応するため，従来の専門的・技術的分野における外国人に限定せず，一定の専門性・技

能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある旨が記され，

2018年12月，「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し，

新たな在留資格として「特定技能１号」及び「特定技能２号」が創設された。 

一方，外国人技能実習制度が1993年に始まっているが，これは，開発途上地域等への技能等の

移転を図り，その経済発展を担う「人づくり」に協力する制度である。 

今後，労働力人口の減少が見込まれ，外国人の受入れの在り方についての議論がさらに活発に

なると考えられる。 

 

以上の記述及び下記の資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 高度専門職などの高度人材，特定技能，技能実習生といった形態で外国人労働者を今後も受

け入れていく場合，それぞれの形態ごとに，我が国の労働市場や経済に与えると考えられる影

響について述べなさい。 

② 外国人人口の増加に伴う社会的な課題を挙げ，その対応策等について述べなさい。 
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資料１ 第５次出入国管理基本計画（平成27年９月）（抄） 

 

「専門的・技術的分野の外国人については，我が国の経済社会の活性化に資することから積極

的に受け入れる。」これが，外国人受入れに関する政府の現在の基本方針である。我が国は，本格

的な少子高齢化，人口減少時代を迎え，平成42年には人口が平成22年と比べ1,000万人以上減少

するという推計もある（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推

計）」）。そのような中，特に，専門的・技術的分野の外国人は，今後，我が国経済社会の活力を維

持・発展させていくために必要・不可欠な人材であり，引き続き積極的な受入れを進めていく必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 3 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 4 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－２ 新たに設けられた在留資格である特定技能１号と特定技能２号の概要 

 

○特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務

に従事する外国人向けの在留資格 

○特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留

資格 

 

 特定産業分野：介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連 

  （14分野）  産業，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料 

品製造業，外食業 

        （特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可） 

 

出所：法務省ウェブサイト「新たな外国人材の受入れについて」（出入国在留管理庁）（平成31

年４月） 
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資料７ 新たな外国人材の受入れに関する自治体からの意見 

 

平成30年６月15日付けで閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」において，「一

定の専門性・技術を有し，即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため，就労を目的とした新

たな在留資格を創設する」という「新たな外国人材の受入れ」が明記された。これまで，外国人

の受入れ方針を明示する必要性を繰り返し訴えてきた外国人集住都市会議として，国において，

外国人材の受入れについて新たな方針を打ち出されたことについては評価する。 

一方で，今回の受入れ拡大により，2025年までに50万人超の外国人の就業が見込まれるとの報

道もあり，外国人材の急激な受入れは地域社会に非常に大きな影響を及ぼすことが予想される。 

（中略） 

このことから，本会議設立以降のこれまでの提言の趣旨に十分に留意し，以下の点について国

が責任を持って将来像を含め十分検討されるよう強く望む。 

 

１ 新たな在留資格の創設等の出入国管理政策は，労働者としてだけでなく生活者としての視

点が必要であり，地域社会との共生が円滑に進むよう多文化共生政策と連動して考慮するこ

と。 

（後略） 

 

出所：外国人集住都市会議ウェブサイト「新たな外国人材の受入れについて（意見書）」 
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出題の趣旨（課題１） 

本問は，我が国ではどのような形態で外国人労働者を受け入れているのかを把握した上で，外国

人労働者の受入れが，我が国の労働市場や経済に対して短期的，長期的にどのような影響をもたら

すのかをそれぞれの形態ごとに考察させるとともに，外国人労働者の受入れが進むことでどのよう

な社会的な課題が生じるのか，またそれらにどのように対応していけばよいのかを考察させる問題

である。 

本問は，外国人労働者の受入れを題材として，我が国の社会経済の変化に対応するための政策がど

のような効果や影響をもたらすのかについて，資料を基に考察する能力を有しているかを見極める

ねらいがある。 
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課題２（選択） 

1980年代以降，世界の海外直接投資は急速に拡大しており，世界経済の成長をけん引する大き

な役割を果たしている。海外直接投資の拡大を踏まえ，世界各国は，投資先国における差別的取

扱いや収用（国有化も含む）などのリスクから自国の投資家とその投資財産を保護するため，投

資関連協定を締結してきた。投資関連協定は，二国間若しくは地域協定が中心となっており，世

界の投資関連協定数は，2017年で3000件を超えている。 

例えば，2018年に署名された「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

(TPP11協定）」においては，投資家と国の間の紛争解決（ISDS）手続が規定されている。ISDS

手続は，投資家が投資先国政府の投資関連協定違反により自らの投資財産に損害を受けた場合，

当該事案を仲裁機関に付託して解決するもので，仲裁機関が投資先国政府の協定違反及び投資家

の損害を認めた場合，投資家は損害賠償を受けられる。 

しかし，ISDS については，海外直接投資を促進し，投資先国の経済発展に貢献するとの期待

を生む反面，投資先国内の司法制度が迂回される，投資先国の公益が制限されるとの批判もある。 

 

以上の記述及び下記の資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 我が国にとって，TPP などの多国間の投資関連協定において ISDS 条項が必要とされる理由

は何であるのか述べなさい。 

② 我が国が，海外直接投資の受入れの規制を必要とするのは，どのような場合であると考えら

れるのか述べなさい。また，多国間の投資関連協定に ISDS 条項を設けつつ，必要に応じて，

外国企業の我が国への投資（買収等）を制限するための制度としてどのようなものが考えられ

るのか述べなさい。 
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（著作権の関係により省略） 
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出題の趣旨（課題２） 

本問は，ISDS（投資家と国との紛争解決）手続を題材として，国境を越えた自由な経済活動と安

全保障などの国益との間の調整をいかに図るかを考えさせる問題である。ISDS 手続に関する条項

がなぜ投資関連協定に必要なのか，海外直接投資をめぐる情勢の変化がもたらす安全保障上の脅威

に我が国はどのように対応すべきかを資料を基に推察することが求められる。 

本問は，海外直接投資の現状を把握した上で，グローバル化が進む中で安全保障をいかに確保する

かを考察させることで，複数の相反する公益をいかに両立させていくかを考察する能力を有してい

るかを見極める狙いがある。 
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課題３（選択） 

我が国は，資源上の特性から，火力発電や水力発電のみならず原子力発電も活用したエネルギ

ーミックスにより，電力を安定供給してきた。その過程で生じてきた高レベル放射性廃棄物の処

分が問題となっている。 

高レベル放射性廃棄物の中間処理施設は青森県に置かれているが，最終処分施設の建設地につ

いては選定に至っていない。今後のエネルギー政策の選択にかかわらず，既に廃棄物は蓄積され

ており，最終処分施設は必要である。 

最終処分施設の整備に当たっては，地域住民の理解と協力を得ることが重要であり，その前提

として国民の理解と協力を得ることが極めて重要である。特に，施設が社会全体の利益の実現に

資するものであるとの認識に基づき，その実現に貢献する地域に対し，社会として適切に利益を

還元していく必要があるとの認識が国民に共有されることが重要である。 

 

以上の記述及び下記の資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設を選定する過程では，現状どのようなことが留意され

ているのか述べなさい。 

② あなたが政策担当秘書をしている国会議員の地元が，高レベル放射性廃棄物の最終処分施設

の建設地の候補になっていることを想定し，最終処分施設の受入れについて，賛成の立場の意

見と反対の立場の意見のそれぞれを簡潔に住民に示す文書を作成しなさい。 
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資料１ 日本国憲法第92条 

 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は，地方自治の本旨に基いて，法律でこれを定める。 
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資料４ 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約（抄） 

 

前文 

締約国は 

（ⅰ）～（ⅴ）略 

（ⅵ）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全を確保する最終的な責任は国が負うことを

再確認し， 

（ⅶ）～（ⅹⅵ）略 

次のとおり協定した。 
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資料６ 高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する青森県からの照会に対する経済 

産業省の回答（平成20年４月25日）（抄） 

 

高レベル放射性廃棄物の最終処分について（回答） 

 

核燃料サイクル事業の推進に当たっては，貴職を始めとする関係者の皆様の特段の御理解と御

協力を賜り，心から感謝いたします。 

 

青森県においては，核燃料サイクルの要とも言える六ヶ所再処理工場の本格操業を間近に控え

ておられます。この再処理工場の本格操業に伴い，高レベルガラス固化体が本格的に製造される

予定です。 

 

そのような中，貴職が青森県の方針として最終処分を受け入れる考えはない，と表明されてい

ることは十分承知しております。 

 

これらにかんがみ，経済産業省としては，平成20年４月23日付け青原立第63号をもって照会の

ありました件につきまして，下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

１．平成６年11月19日付け６原第148号及び平成７年４月25日付け７原第53号で科学技術庁長官

から貴職に示した文書については，青森県と国との約束として，現在においても引き継がれ

ております。 

 

２．青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことを改めて確約します。 

 

３．青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない旨の確約は，今後とも引き継がれてい

くものであります。 

 

４．高レベル放射性廃棄物の最終処分地については，国民の理解を得て，早期選定が図られるよ

う，国が前面に立ち政府一体として不退転の決意で取り組む所存です。 

 

出所：青森県庁ウェブサイト 
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出題の趣旨（課題３） 

本問は，高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の選定がどのように進められているのかを資料か

ら把握した上で，最終処分施設の受入れをめぐる賛成の立場と反対の立場のそれぞれの主張につい

て，資料などから論拠を抽出して論じさせる問題である。 

本問は，いわゆる迷惑施設（NIMBY）とされる施設の受入れの是非について，賛成の立場と反対の

立場の双方の論拠を考えさせることで，互いの立場に欠けている視点を発見し，それらを総合して

政策・施策へとつなげていく能力を見極める狙いがある。 


